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学校再開のお知らせ 

 

 若葉の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より本

校の教育活動に深いご理解とご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。また、長期に

わたる臨時休業期間におけるご家庭での丁寧で細やかなご指導に、重ねて心より感謝いた

します。 

 さて、兵庫県では５月２１日に緊急事態宣言が解除されました。 

つきましては、６月１日から学校における教育活動を下記のとおり再開します。分散登

校、時差登校を実施するとともに、校内体制の充実を図り、毎日教室、トイレ等の消毒を

行うなど、感染防止対策を徹底し、生徒の過度な負担とならないよう配慮しながら再開い

たします。 

手探りで進んでいくことになりますが、学校の新しい生活様式をふまえ、ご家庭と学校

で心を合わせてこの難局を乗り越えていく所存ですので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

記 

 

１ ６月１４日（日）まで 

（１）授業について 

１クラスを２グループに分割し、各グループをＡＢの登校パターンに分けます。出席

番号前半（１番～２０番）をＡ、後半（２１番～４１番）をＢとします。１週目と２週

目の２回、同じ授業を行い、各生徒が２週間で１週間分の授業を受けます。 

                    

 

曜日 月～金 

グループ  Ａ Ｂ 

１

週

目 

午

前 
登校 

家庭 

学習 

午

後 

家庭 

学習 
登校 

２

週

目 

午

前 

家庭 

学習 
登校 

午

後 
登校 

家庭 

学習 

午前 1 週目 2 週目 

9:20～ SHR 

出席番号 

前半Ａ 

出席番号 

後半Ｂ 

 9:30～10:15 2 限 

10:30～11:15 3 限 

11:30～12:15 4 限 

12:35 完全下校 

午後 1 週目 2 週目 

13:10～ SHR 

出席番号 

後半Ｂ 

出席番号 

前半Ａ 

13:20～14:05 5 限 

14:20～15:05 
6 限（1･2 年次は 

木は月 7 限） 

15:20～16:05 1 限 

16:25 完全下校 



（２）部活動について（※平日は朝練習のみ実施可。クラブハウス、部室の鍵の受領は７時

３０分以降とします。） 

    ①活動時間：１日９０分を上限とします。 

    ②活動日：月～金に２日及び土日に１日を上限とします。 

    ③対外試合、合同練習、合宿は実施しません。 

   ④１年次生は実施しません。（６月１５日以降の実施を予定しています。） 

 

（３）注意事項 

①欠席の連絡は９時１０分までにお願いします。 

②必ず検温をして登校させてください。発熱していれば休ませてください。また、学

校で検温した場合、３７.５℃以上あれば帰宅させます。 

③手指消毒を徹底させてください。 

④マスクを着用させてください。 

⑤感染が心配、不安等で登校できない場合はご連絡ください。 

⑥水筒を持たせてください。（冷水機は使用できません。） 

⑦ゴミを持ち帰る袋を持たせてください。（ゴミ箱は使用できません。） 

⑧１年次の学力検査成績開示は６月１５日（月）～６月１９日（金）とします。 

 

２ ６月１５日（月）以降 

   通常どおりの授業を予定しています。部活動については後日連絡します。行事等に

ついては見直しを図ります。 

 

３ 今後の予定 

期末考査 ７月１４日（火）～７月２０日（月） 

１学期終業式 ７月３１日（金） 

夏季休業 ８月１日（土）～８月２３日（日） 

２学期始業式 ８月２４日（月） 

 

４ その他 

   今後、状況の変化や指示等があった場合は、新たな対応を行うことがあります。 

 

【参考】「学校の新しい生活様式」（５月２２日 文部科学省）より抜粋 

４．家庭との連携 

学校の臨時休業中においても子供の感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内での感

染と言われています。学校内での感染拡大を防ぐためには、何よりも外からウイルスを持ち込

まないことが重要であり、このためには各家庭の協力が不可欠です。  

毎日の児童生徒等の健康観察はもちろんのこと、例えば、家族に発熱、咳などの症状がある

場合には、蔓延している地域では、児童生徒等の登校を控えることも重要です。  

また、休日において不要不急の外出を控える、仲の良い友人同士の家庭間の行き来を控える、

家族ぐるみの交流による接触を控えるなど、学校を通じた人間関係の中で感染が広がらないよ

う細心の注意が必要です。  

こうしたことについて、保護者の理解と協力を得て、ご家庭においても「新しい生活様式」

の実践をお願いしたいと思います。また、PTA 等と連携しつつ保護者の理解が得られるよう、

学校からも積極的な情報発信を心がけるとともに、家庭の協力を呼びかけることが重要です。 

 


